
 

令和３年度 第９回清里区地域協議会次第 

 

日 時：令和４年１月２７日（木） 

                      午後３時～ 

                    場 所：清里区総合事務所第３会議室            

 

 

１ 開  会  

 

２ 会長あいさつ  

 

３ 所長あいさつ 

 

４ 報告事項  

・地域協議会会長会議の報告について          資料 1-1,1-2 

・市営バス櫛池線「郷郎坂橋停留所」の廃止について   資料 2 

 

５ 協議事項  

  ・令和４年度地域活動支援事業について         資料 3 

・地域活動支援事業活動報告会の開催(案)について    

   日 時 令和４年３月１２日（土） 午後２時３０分～ 

  会 場 清里活性化交流施設 

 

６ その他  

 ・令和３年度第１０回清里区地域協議会の開催(案)について  

   日 時 令和４年２月２４日（木） 午後３時～ 

 

７ 閉  会  

 





























































 

令和４年度清里区の採択方針（案） 

清里区の地域課題の解決や地域の活性化に取り組む活動を支援する。 

「私たちの地域を、もっと住みやすくする」ために、地域住民等が自主的・主体的に取り組

む、新規性・発展性のある事業を優先して採択する。 

 

１ 地域活動支援事業の目的 

身近な地域における課題解決や地域の活力向上に向け、住民の自発的・主体的な地域 

活動を推進する。 

 

２ 優先して採択する事業 

(1) 地域の健康福祉、青少年の健全育成を図る事業 

(2) 地域の歴史文化、スポーツ活動を図る事業 

(3) 地域の環境改善、景観づくり、自然環境保全を図る事業 

(4) 地域の資源を活かした地域振興及び地域を担う人づくりを図る事業 

(5) 地域の安全・安心を図る事業 

３ その他の事業 

優先して採択する事業以外に、地域の課題を主体的に捉え、広く地域の活性化につなが

る事業 

【運用方法（案）】 

１ 補助率・補助限度額等 

(1) 補助率は、補助対象経費の１００％以内とし、審査の結果、申請金額の減額や補助率を

引き下げる場合がある。 

(2) 備品購入を行う場合は、レンタル等で導入費用を節減できない理由や後年度の活用予

定、管理体制を明確にした任意の書類を申請時に添付する。 

(3) 補助金額は１件５万円以上とする。ただし、千円未満を切り捨てた額とする。 

 

２ 審査方法及び採択基準等 

(1) 書類審査のほか、プレゼンテーションを原則として行う。 

(2) 基本審査、採択方針の審査は、地域活動支援事業の目的、清里区の採択方針それぞれに

ついて、審査する委員の過半数が「不適合」とした場合は不採択とする。 

(3) 共通審査基準は、各項目それぞれ５点満点とし、傾斜配点はしない。 

(4) 共通審査基準を審査する委員全員の評点の平均点が１５点未満の場合は不採択とし、 

補助金額については、１５点が９０％、１６点が９２％、１７点が９４％、１８点が９

６％、１９点が９８％、２０点以上が１００％の補助率を補助金希望額に乗じた額を基

本とする。 

(5) 採択すべき事業及び補助金額は、清里区への配分額の範囲内で共通審査基準の評点の 

高いものから順に採択する。なお、配分額を超過した場合の対応はその都度協議し決定

する。 

 

当日配布資料１ 


